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ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　

一

公
安
委
員
会

発　　　　行
宮 城 県
（総務部私学文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話 022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
3
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
29年
３
月
９
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
相
澤
　
博
彦
　
　

　
　
　
 宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

　
（
定
義
）

第
 ２
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
 　
部
長
等
　
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
各
部
長
、
首
席
監
察
官
、
組
織
犯
罪
対
策
局

長
及
び
参

事
官
を
い
う
。

　
⑼
～
⑿
　
（
略
）

　
（
課
等
の
設
置
）

第
 ３
条
　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
部
に
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
課
等
を
置
く
。

部
課

等

総
務
部

（
略
）

県
民

相
談

課

広
報

広
聴

課

（
略
）

（
略
）

生
活
安
全
部

（
略
）

（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
 　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

広
報
広
聴
課

（
略
）

（
略
）

生
活
安
全
企

画
課

宮
城
県
警
察
犯
罪
抑
止
対
策
室

（
略
）

生
活
環
境
課
宮
城
県
警
察
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策

室

（
略
）

刑
事
総
務
課
宮
城
県
警
察
公
判
対
策
室

（
略
）

（
略
）

５
 　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
当
該

右
欄
に
掲
げ
る
分
駐
隊
を
置
く
。

課
等

分
駐

隊

交
通
機
動
隊
沿
岸
分
駐
隊

　
（
定
義
）

第
 ２
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
 　
部
長
等
　
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
各
部
長
、
首
席
監
察
官
、
組
織
犯
罪
対
策
局

長
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
官
及
び
参

事
官
を
い
う
。

　
⑼
～
⑿
　
（
略
）

　
（
課
等
の
設
置
）

第
 ３
条
　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
部
に
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
課
等
を
置
く
。

部
課

等

総
務
部

（
略
）

広
報

相
談

課

（
略
）

（
略
）

生
活
安
全
部

（
略
）

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課

（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
 　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

広
報
相
談
課

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

刑
事
総
務
課

（
略
）

（
略
）

５
 　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
当
該

右
欄
に
掲
げ
る
分
駐
隊
を
置
く
。

課
等

分
駐

隊
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会
計
課

　
⑴
　
予
算
・
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
遺
失
物
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
物
品
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
監
査
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

　
装
備
施
設
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
　
警
察
通
信
の
使
用
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
庁
舎
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
（
略
）

　
県
民
相
談
課

　
相
談
及
び
苦
情
に
関
す
る
こ
と
。

　
広
報
広
聴
課

　
⑴
　
広
報
・
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
音
楽
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　　
　

　
　

　
　

　
　

　
情
報
管
理
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
　
犯
罪
統
計
を
除
く
警
察
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
（
略
）

（
略
）

６
　
（
略
）

　
（
庶
務
担
当
課
）

第
 ３
条
の
２
　
警
察
本
部
の
部
に
業
務
の
総
合
調
整

及
び
事
務
の
集
中
管
理
を
行
う
課
（
以
下
「
庶
務

担
当
課
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２
 　
部
に
置
く
庶
務
担
当
課
は
、
次
表
の
と
お
り
と

す
る
。

部
庶
務
担
当
課

総
務

部
総

務
課

警
務

部
警

務
課

生
活
安
全
部

生
活
安
全
企
画
課

地
域

部
地

域
課

刑
事

部
刑
事
総
務
課

交
通

部
交
通
企
画
課

警
備

部
公

安
課

第
４
条
　
（
略
）

　
（
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ５
条
　
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
総
務
課

　
⑴
 　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
県
議
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
警
察
職
員
の
応
援
要
請
及
び
派
遣
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑷
 　
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
法
令
案
等
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
　
情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
　
（
略
）

　
⑼
 　
公
安
委
員
会
補
佐
室
及
び
取
調
べ
監
督
室
の

運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
 　
法
第
79条
の
規
定
に
基
づ
く
苦
情
の
申
出
の

公
安
委
員
会
へ
の
報
告
及
び
事
務
手
続
の
補
佐

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑿
 　
警
察
職
員
の
応
援
要
請
及
び
派
遣
に
関
す
る

こ
と
。

　
⒀
 　
被
疑
者
の
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め

の
監
督
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒁
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⒂
 　
公
安
委
員
会
補
佐
室
及
び
取
調
べ
監
督
室
の

運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
会
計
課

　
⑴
　
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
物
品
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
遺
失
物
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
監
査
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
装
備
施
設
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
　
警
察
通
信

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
庁
舎
等
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
（
略
）

　　　　
　

　
　

　
広
報
相
談
課

　
⑴
　
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
苦
情
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑷
　
音
楽
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
情
報
管
理
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
　
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
警
察
統
計
（
犯
罪
統
計
を
除
く
。）
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑷
　
（
略
）

（
略
）

６
　
（
略
）

　第
 ３
条
の
２
　
削
除

２
 　
削
除

第
４
条
　
（
略
）

　
（
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ５
条
　
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
総
務
課

　
⑴
 　
宮
城
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」

と
い
う
。）
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
条
例
案
、
規
則
案
そ
の
他
公
文
書
類
の
審
査

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
　
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。　

　
⑻
　
（
略
）

　
⑼
 　
宮
城
県
議
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
 　
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
補
佐
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教
養
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
 　
警
察
教
養
施
設
の
整
備
及
び
運
用
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑶
 　
警
察
史
の
編
さ
ん
及
び
警
察
沿
革
誌
の
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
（
略
）

　
監
察
課

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
⑶
　
訟
務
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

　
厚
生
課

　
⑴
　
警
察
職
員
の
福
利
、
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
警
察
職
員
及
び
家
族
の
生
活
相
談
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑶
 　
警
察
職
員
の
恩
給
及
び
年
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
警
察
共
済
組
合
及
び
宮
城
県
警
察
職
員
互
助

会
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ６
条
　
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
生
活
安
全
企
画
課

　
⑴
 　
生
活
安
全
警
察
等
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及

び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
案
に
係
る
市
民
生

活
の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
事
務
一
般
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑶
　
（
略
）

　
⑷
　
酩
酊
者
、迷
い
子
等
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
古
物
営
業
法
（
昭
和
24年

法
律
第
108号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌

に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑹
 　
質
屋
営
業
法
（
昭
和
25年

法
律
第
158号

）

　
留
置
管
理
課

　
⑴
　
留
置
施
設
の
管
理
及
び
護
送
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
留
置
業
務
の
指
導
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ５
条
の
２
　
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
警
務
課

　
⑴
 　
警
察
組
織
機
構
に
関
す
る
企
画
及
び
調
査
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
非
常
招
集
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
人
事
、
定
員
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
勤
務
制
度
及
び
給
与
制
度
の
改
善
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑸
 　
警
察
職
員
の
募
集
及
び
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害

給
付
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る

た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

20年
法
律
第
80号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
28年
法
律
第
73号
）
第
３
条
に
規

定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑽
 　
総
合
企
画
室
及
び
犯
罪
被
害
者
支
援
室
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
 　
他
の
部
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

　
 　

　
 　

と
。

　
⒂
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⒃
 　
総
合
企
画
室
及
び
犯
罪
被
害
者
支
援
室
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
教
養
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
 　
警
察
教
養
施
設
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑶
 　
警
察
史
の
編
さ
ん
及
び
警
察
沿
革
誌
の
調
製

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
（
略
）

　
監
察
課

　
⑴
・
⑵
　
（
略
）

　
⑶
　
争
訟
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
訟
務
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
厚
生
課

　
⑴
　
警
察
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
警
察
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
警
察
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
そ
の
他
衛
生

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

　
（
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ６
条
　
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
生
活
安
全
企
画
課

　
⑴
 　
生
活
安
全
警
察
に
関
す
る
制
度
並
び
に
生
活

安
全
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
案
に
係
る
県
民
生

活
の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
事
務
一
般
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑶
　
（
略
）

　
⑷
　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
酩
酊
者
、
迷
い
子
そ
の
他
応
急
の
救
護
を
要

す
る
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
33年
法

　
留
置
管
理
課

　
⑴
　
留
置
施
設
の
管
理

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
被
留
置
者
の
護
送
及
び
処
遇
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ５
条
の
２
　
警
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
警
務
課

　
⑴
 　
所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
警
察
職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
警
察
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
警
察
職
員
の
募
集
及
び
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
県
警
察
の
組
織
及
び
警
察
職
員
の
定
員
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
警
察
職
員
の
勤
務
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
　
警
察
職
員
の
非
常
招
集
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
国
際
関
係
事
務
の
う
ち
他
の
課
等
の
所
掌
に

属
し
な
い
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
 　
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害

給
付
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
 　
所
管
行
政
に
係
る
犯
罪
被
害
者
支
援
（
犯
罪

の
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
の
被
害
の
回
復
又
は

軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
再
び

平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援

す
る
こ
と
を
い
う
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑿
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒀
 　
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る

た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

20年
法
律
第
80号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
⒁
 　
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
28年
法
律
第
73号
）
第
３
条
に
規

定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
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県
民
安
全
対
策
課

　
⑴
 　
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
12年
法
律
第
81号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑵
 　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13年
法
律
第
31

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
行
方
不
明
事
案
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
児
童
・
高
齢
者
・
障
害
者
虐
待
事
案
の
対
策

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
人
身
の
安
全
を
早
急
に
確
保
す
る
必
要
の
認

め
ら
れ
る
事
案
の
初
動
対
応
の
指
導
に
関
す
る

こ
と
。

　
 　

　
少
年
課

　
⑴
 　
少
年
の
非
行
防
止
及
び
安
全
指
導
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑵
 　
少
年
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
少
年
補
導
及
び
少
年
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の
排
除
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
被
害
少
年
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
県
民
安

全
対
策
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑺
 　
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
及
び
少
年
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
生
活
環
境
課

　
⑴
 　
経
済
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌

に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑺
 　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に

係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑻
 　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
18年
法
律
第
60号
。
以
下「
探
偵
業
法
」

と
い
う
。）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環

境
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑼
 　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
33年
法

律
第
６
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環

境
課
及
び
銃
器
薬
物
対
策
課
の
所
掌
に
係
る
も

の
を
除
く
。）。

　
⑽
 　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
25年
法
律
第
149号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
及
び
銃

器
薬
物
対
策
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑾
 　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
の
施
行
並
び
に
公
営
競
技
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
団
体
と
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
（
少
年
課
及
び
生
活
環
境
課
の
所
掌
に
係
る

も
の
を
除
く
。）。

　
⑿
 　
犯
罪
抑
止
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
 　

　
 　

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
県
民
安
全
対
策
課

　
⑴
 　
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
を
早
急
に
確
保

す
る
必
要
の
認
め
ら
れ
る
事
態
へ
の
対
処
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
42年
宮
城
県
条

例
第
29号
）
で
定
め
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す

る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑶
 　
行
方
不
明
者
の
発
見
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
児
童
、
高
齢
者
及
び
障
害
者
に
対
す
る
虐
待

の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
12年
法
律
第
81号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑹
 　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13年
法
律
第
31

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
少
年
課

　
⑴
 　
少
年
非
行
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
少
年
の
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
少
年
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
犯
罪
そ
の
他
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す

る
行
為
に
係
る
被
害
少
年
の
保
護
に
関
す
る
こ

と
（
県
民
安
全
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑸
 　
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の
排
除
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
少
年
を
被

害
者
と
す
る
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
及
び
少
年
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
生
活
環
境
課

　
⑴
 　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
及
び
火
薬
類
取

締
法
で
定
め
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と

（
銃
器
薬
物
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

律
第
６
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環

境
課
及
び
銃
器
薬
物
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）。

　
⑺
 　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
25年
法
律
第
149号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
及
び
銃

器
薬
物
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。）。

　
⑻
 　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32年

法
律
第
166

号
）
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
32年
法
律

第
167号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環

境
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
き
、
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、警
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑼
 　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
少
年
課
及
び
生
活
環

境
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑽
 　
古
物
営
業
法
（
昭
和
24年

法
律
第
108号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
及
び
サ

イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

　
⑾
 　
質
屋
営
業
法
（
昭
和
25年

法
律
第
158号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑿
 　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⒀
 　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
18年
法
律
第
60号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
（
生
活
環
境
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

　
⒁
 　
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
15年
法
律
第
65号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　
⒂
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
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（
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ６
条
の
２
　
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
地
域
課

　
⑴
 　
地
域
警
察

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
警
ら
用
無
線
自
動
車
、
警
察
用
船
舶
及
び
警

察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
へ
の
警
乗
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑷
 　
日
本
銀
行
券
等
の
輸
送
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
雑
踏
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
水
難
、
山
岳
遭
難
そ
の
他
の
事
故
に
お
け
る

人
命
の
救
助
及
び
こ
れ
ら
の
事
故
の
防
止
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
水
上
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
警
備
派
出
所
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
地
域
指
導
室
及
び
航
空
隊
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
 　

　
 　

　
⑵
 　
環
境
・
公
害
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑶
 　
保
健
衛
生
関
係
事
犯
（
銃
器
薬
物
対
策
課
の

所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
取
締
り
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
の
危
険
物
の
取
締
り
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
の
運
搬
に
関
す
る
こ

と
（
警
備
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑹
 　
売
春
関
係
事
犯
及
び
風
俗
事
犯
の
取
締
り
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
雇
用
関
係
事
犯
の

取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
古
物
営
業
法
、
質
屋
営
業
法
、
警
備
業
法
及

び
探
偵
業
法
に
規
定
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
及
び
火
薬
類
取

締
法
に
規
定
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
（
銃
器
薬
物
対
策
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を

除
く
。）。

　
⑽
 　
そ
の
他
他
の
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
特
別
法

令
違
反
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
 　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ

と
。

　
 　

　
 　

　　
 　

　
 　

　
⑶
 　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
の
所
掌
に

属
す
る
法
令
違
反
の
取
締
り
の
う
ち
、
高
度
な

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
情
報
技
術
の
利
用
に
伴
う
犯
罪
、
事
故
そ
の

他
の
事
案
に
係
る
県
民
生
活
の
安
全
と
平
穏
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
伴
う
犯
罪
の
予
防

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し

て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
15年
法
律
第
83号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
古
物
営
業
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
古
物

競
り
あ
つ
せ
ん
業
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

　
（
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ６
条
の
２
　
地
域
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
地
域
課

　
⑴
 　
地
域
警
察
に
関
す
る
制
度
、
企
画
及
び
立
案

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
地
域
警
察
の
活
動
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
水
上
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
警
ら
用
無
線
自
動
車
、
警
察
用
船
舶
及
び
警

察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
列
車
そ
の
他
の
交
通
機
関
へ
の
警
乗
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑺
 　
雑
踏
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
現
金
そ
の
他
の
物
品
の
輸
送
の
警
備
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑼
 　
水
難
、
山
岳
遭
難
そ
の
他
の
事
故
に
お
け
る

人
命
の
救
助
及
び
こ
れ
ら
の
事
故
の
防
止
に
関

す
る
こ
と
（
他
の
課
等
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑽
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⑾
 　
地
域
指
導
室
及
び
航
空
隊
の
運
営
に
関
す
る

　
⑵
 　
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
危
険
物
の
取
締
り
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑶
 　
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
65号
）
及

び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
10年

法
律
第

114号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
公
害
関
係
事
犯
そ
の
他
の
環
境
関
係
事
犯
の

取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
保
健
衛
生
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
（
銃
器
薬
物
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑹
 　
特
許
権
、
著
作
権
又
は
商
標
権
を
侵
害
す
る

事
犯
そ
の
他
の
知
的
財
産
権
関
係
事
犯
の
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
関
係
事

犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
古
物
営
業
法
、
質
屋
営
業
法
、
警
備
業
法
及

び
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
で

定
め
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
風
俗
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
 　
売
春
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑾
 　
外
国
人
労
働
者
に
係
る
雇
用
関
係
事
犯
の
取

締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑿
 　
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

（
県
民
安
全
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。）。

　
⒀
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
課
等

の
所
掌
に
属
し
な
い
特
別
法
犯
の
取
締
り
に
関

す
る
こ
と
。

　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課

　
⑴
 　
所
管
行
政
に
属
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑵
 　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。
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⑶
　
犯
罪
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
指
名
手
配
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
公
判
対
策
室
及
び
情
報
分
析
支
援
室
の
運
営

に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
 　

　
 　

　
 　

　
捜
査
第
一
課

　
⑴
 　
犯
罪
捜
査
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
凶
悪
犯
、
粗
暴
犯
そ
の
他
他
課
の
所
掌
に
属

し
な
い
刑
法
犯
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
死
体
の
検
視
、
検
証
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
捜
査
第
二
課

　
⑴
 　
知
能
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
選
挙
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
特
殊
詐
欺
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
 　

　
捜
査
第
三
課
　
（
略
）

　
鑑
識
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
 　
機
動
鑑
識
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

　
機
動
捜
査
隊

　
⑴
 　
重
要
事
件
の
初
動
捜
査
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

　
通
信
指
令
課

　
⑴
　
通
信
指
令
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
（
略
）

　
機
動
警
ら
隊

　
⑴
 　
機
動
警
ら
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
応
援
要
請
に
基
づ
き
、
集
団
的
、
機
動
的
又

は
広
域
的
に
対
処
す
る
必
要
の
あ
る
警
察
活
動

に
従
事
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
隊
員
の
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
そ
の
他
地
域
部
長
の
命
ず
る
こ
と
。

　
鉄
道
警
察
隊

　
⑴
 　
鉄
道
施
設
に
お
け
る
警
ら
及
び
警
戒
警
備
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
列
車
へ
の
警
乗
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
鉄
道
施
設
に
お
け
る
雑
踏
警
備

に
関

す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
列
車
に
よ
る
日
本
銀
行
券
等
の
輸
送
警
備
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
鉄
道
事
故
に
お
け
る
人
命
の
救
助
及
び
鉄
道

事
故
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
鉄
道
施
設
内
に
お
け
る
犯
罪
捜
査
（
緊
急
配

備
を
含
む
。）
等
の
初
動
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
そ
の
他
地
域
部
長
の
命
ず
る
こ
と
。

 　
 　

　
 　

　
 　

　
（
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ７
条
　
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
刑
事
総
務
課

　
⑴
 　
犯
罪
捜
査
運
営
の
企
画
及
び
合
理
化
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑵
 　
刑
事
警
察
実
務
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
刑
事
法
令
一
般
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑸
 　
指
名
手
配
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
犯
罪
の
捜
査
に
必
要
な
情
報
の
総
合
的
な
分

析
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
犯
罪
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⑼
 　
情
報
分
析
支
援
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
捜
査
第
一
課

　
⑴
 　
凶
悪
犯
、
粗
暴
犯
そ
の
他
他
の
課
等
の
所
掌

に
属
し
な
い
刑
法
犯
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
検
視
及
び
死
体
の
検
証
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
警
察
等
が
取
り
扱
う
死
体
の
死
因
又
は
身
元

の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
24年
法
律
第

34号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
死
体
の
取

扱
い
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
捜
査
第
二
課

　
⑴
 　
偽
造
、
贈
収
賄
、
詐
欺
、
背
任
、
横
領
そ
の

他
の
知
能
的
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
証
券
取
引
関
係
犯
罪
及
び
金
融
関
係
犯
罪
の

捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
政
治
資
金
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑷
 　
公
職
の
選
挙
、
国
民
投
票
そ
の
他
の
投
票
及

び
住
民
の
直
接
請
求
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
特
殊
詐
欺
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
捜
査
第
三
課
　
（
略
）

　
鑑
識
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
 　
犯
罪
鑑
識
施
設
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑶
　
機
動
鑑
識
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
機
動
捜
査
隊

　
⑴
 　
重
要
犯
罪
、
重
要
窃
盗
犯
等
の
初
動
捜
査
の

こ
と
。

　
通
信
指
令
課

　
⑴
　
警
察
通
信
指
令
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
（
略
）

　
機
動
警
ら
隊

　
⑴
 　
警
ら
用
無
線
自
動
車
そ
の
他
警
察
用
車
両
の

運
用
に
よ
る
犯
罪
の
予
防
検
挙
、
交
通
の
指
導

取
締
り
、
危
険
の
防
止
等
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑵
 　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
命
ぜ
ら

れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
 　

　
鉄
道
警
察
隊

  ⑴
 　
鉄
道
施
設
に
お
け
る
警
ら

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
線
路
、
運
転
保
安
設
備
そ
の
他
重
要
な
鉄
道

施
設
の
警
戒
警
備
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
鉄
道
施
設
に
お
け
る
雑
踏
警
備
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
列
車
へ
の
警
乗
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
列
車
に
よ
る
現
金
そ
の
他
の
物
品
の
輸
送
の

警
備
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
列
車
に
よ
る
危
険
物
の
輸
送
の
取
締
り
の
実

施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
鉄
道
事
故
に
お
け
る
人
命
の
救
助
及
び
鉄
道

事
故
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
鉄
道
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
団
体
、
機
関
等

と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
鉄
道
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ７
条
　
刑
事
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
刑
事
総
務
課

　
⑴
 　
刑
事
警
察
に
関
す
る
制
度
及
び
刑
事
警
察
の

運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
犯
罪
の
捜
査
一
般
に
関
す
る
こ
と
。
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銃
器
薬
物
対
策
課

　
⑴
 　
拳
銃
、
小
銃
、
機
関
銃
又
は
砲
に
関
す
る
犯

罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
麻
薬
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑶
 　
覚
醒
剤
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑷
 　
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
薬
物
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。

　
（
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ８
条
　
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
交
通
企
画
課

　
⑴
 　
交
通
警
察
の
運
営
に
関
す
る
調
査
、
企
画
及

び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
交
通
安
全
運
動
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
交
通
事
故
総
合
分
析
室
の
運
営
に
関
す
る
こ

と
。

　
 　

　
 　

　
 　

　
 　

　
 　

　
 　

　
 　

　
 　

　
⑵
 　
犯
罪
多
発

地
域
に
お
け
る
捜
査

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
そ
の
他
刑
事
部
長
の
命
ず
る
こ
と
。

　
科
学
捜
査
研
究
所

　
⑴
 　
犯
罪
科
学
の
調
査
、研
究
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
科
学
捜
査
に
関
連
す
る
鑑
定
、
検
査
等
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
科
学
的
検
査
、
実
験
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
組
織
犯
罪
対
策
課

　
⑴
 　
組
織
犯
罪
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を

除
く
。
以
下
同
じ
。）
対
策
の
運
営
企
画
及
び

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
組
織
犯
罪
情
報
の
集
約
及
び
分
析
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑶
 　
組
織
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑸
 　
国
際
的
な
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
（
他

の
部
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑹
 　
国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
通
訳
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
 　

　
暴
力
団
対
策
課

　
⑴
 　
暴
力
団
（
集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力

的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
を
い

う
。）
員
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
係
る
犯
罪

の
捜
査
並
び
に
暴
力
団
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
暴
力
特
別
捜
査
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
⑷
 　
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
22年
宮
城
県
条
例

第
67号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
暴
力
特
別
捜
査
隊
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
銃
器
薬
物
対
策
課

　
⑴
 　
拳
銃
、
小
銃
、
機
関
銃
若
し
く
は
砲
又
は
拳

銃
部
品
若
し
く
は
拳
銃
実
包
に
関
す
る
犯
罪
の

取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
覚
醒
剤
そ
の
他

の
薬
物
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑶
 　
宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

（
平
成
27年
宮
城
県
条
例
第
69号
）
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
（
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ８
条
　
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
交
通
企
画
課

　
⑴
 　
交
通
警
察
に
関
す
る
制
度
及
び
交
通
警
察
の

運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
交
通
事
故
防
止
対
策
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
道
路
の
交
通
に
関
す
る
統
計
及
び
交
通
事
故

の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
交
通
安
全
教
育
及
び
交
通
安
全
運
動
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑹
 　
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑺
 　
宮
城
県
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
宮
城
県
事
務
所

と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
平
成
13年
法
律
第
57号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
⑾
 　
交
通
事
故
総
合
分
析
室
の
運
営
に
関
す
る
こ

実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
犯
罪
が
多
発
す
る
地
域
に
お
け
る
捜
査
の
実

施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　
科
学
捜
査
研
究
所

　
⑴
 　
犯
罪
の
捜
査
に
関
連
す
る
鑑
定
及
び
検
査
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
科
学
捜
査
に
つ
い
て
の
研
究
及
び
実
験
に
関

す
る
こ
と
。

　
 　

　
組
織
犯
罪
対
策
課

　
⑴
 　
組
織
犯
罪
対
策
に
関
す
る
制
度
、
企
画
及
び

立
案
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
組
織
犯
罪
対
策
局
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
組
織
犯
罪
対
策
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
資

料
及
び
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑷
 　
組
織
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
他
の

課
等
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑸
 　
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
こ

と
（
生
活
安
全
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑹
 　
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
（
第
４
号
に
掲
げ
る
犯

罪
を
除
く
。）
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
⑺
 　
国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
翻
訳
及
び
通
訳
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
通
訳
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
暴
力
団
対
策
課

　
⑴
 　
暴
力
団
に
係
る
犯
罪
の
取
締
り
等
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑵
 　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
一
般

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
77号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。
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⑴
 　
主
と
し
て
幹
線
道
路
に
お
け
る
交
通
の
指
導

及
び
取
締
り
並
び
に
交
通
整
理
の
実
施
並
び
に

緊
急
配
備
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
交
通
事
故
発
生
時
に
お
け
る
初
動
活
動
の
実

施
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

　
高
速
道
路
交
通
警
察
隊

　
⑴
 　
高
速
道
路
等
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和

32年
法
律
第
79号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
高
速
自
動
車
国
道
及
び
道
路
交
通
法
第
110

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
安
委
員
会
が

指
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
に
お
け
る
交
通
の
指
導
取
締
り
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑵
 　
高
速
道
路
等
に
お
け
る
交
通
事
故
の
処
理
及

び
交
通
事
件
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
高
速
道
路
等
に
お
け
る
交
通
規
制

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
高
速
道
路
等
に
お
け
る
犯
罪
捜
査
（
緊
急
配

備
を
含
む
。）
等
の
初
動
活
動

に
関
す
る
こ

と
。

　
⑸
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
速
道
路

等
に
お
け
る
交
通
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
 　

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課

　
⑴
 　
警
備
情
報
（
外
事
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を

除
く
。）
の
収
集
、
整
理
そ
の
他
警
備
情
報
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
次
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
の
捜
査

に
関
す
る
こ
と
（
警
備
課
及
び
外
事
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　
交
通
規
制
課

　
⑴
 　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
そ
の
他
道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
道

路
交
通
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
（
略
）

　
⑶
 　
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

　
交
通
指
導
課

　
⑴
 　
交
通
の
指
導
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
交
通
事
故
の
処
理
及
び
交
通
事
故
に
係
る
犯

罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
 　

　
 　

　
運
転
免
許
課

　
⑴
 　
運
転
免
許
証
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
運
転
免
許
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
（
略
）

　
⑷
 　
石
巻
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
、
古
川
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー
及
び
仙
南
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
運
転
教
育
課

　
⑴
 　
運
転
免
許
の
行
政
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
運
転
者
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

　
交
通
機
動
隊

　
⑴
 　
主
と
し
て
幹
線
道
路
に
お
け
る
交
通
取
締
用

自
動
車
の
運
用
に
よ
る
道
路
交
通
関
係
法
令
の

規
定
の
違
反
の
取
締
り
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
交
通
事
故
の
初
動
的
な
処
理
の
実
施
及
び
交

通
事
故
に
係
る
犯
罪
の
初
動
捜
査
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　
高
速
道
路
交
通
警
察
隊

　
⑴
 　
高
速
道
路
等
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和

32年
法
律
第
79号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
高
速
自
動
車
国
道
及
び
道
路
交
通
法
第
110

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
安
委
員
会
が

指
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
に
お
け
る
交
通
事
故
防
止
対
策
に
関
す

る
こ
と
。

　
⑵
 　
高
速
道
路
等
に
お
け
る
道
路
交
通
関
係
法
令

の
規
定
に
よ
る
道
路
交
通
の
規
制
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑶
 　
高
速
道
路
等
に
お
け
る
道
路
交
通
関
係
法
令

の
規
定
の
違
反
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
高
速
道
路
等
に
お
け
る
交
通
事
故
の
処
理
及

び
交
通
事
故
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑸
 　
高
速
道
路
等
に
お
け
る
犯
罪
捜
査
（
緊
急
配

備
を
含
む
。）
等
の
初
動
的
な
措
置
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
高
速
道
路

等
に
お
け
る
交
通
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 ９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課

　
⑴
 　
警
備
警
察
に
関
す
る
制
度
及
び
警
備
警
察
の

運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
部
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

　
交
通
規
制
課

　
⑴
 　

道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
道

路
交
通
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
（
略
）

　
⑶
 　
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
37年

法
律
第
145号

）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
（
交
通
指
導
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。）。

　
⑷
　
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
交
通
指
導
課

　
⑴
 　
道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
の
違
反
の
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
交
通
反
則
行
為
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
交
通
事
故
の
処
理
及
び
交
通
事
故
に
係
る
犯

罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
使
用
者
に
対
す
る
指

示
、
放
置
違
反
金
に
関
す
る
事
務
及
び
車
両
の

使
用
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
運
転
免
許
課

　
⑴
 　
運
転
免
許
及
び
運
転
免
許
試
験
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑵
 　
運
転
免
許
証
の
作
成
及
び
交
付
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑶
　
（
略
）

　
⑷
 　
自
動
車
等
の
運
転
者
に
係
る
第
１
号
及
び
運

転
教
育
課
の
項
に
掲
げ
る
事
務
に
必
要
な
資
料

の
収
集
、
利
用
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
石
巻
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
、
古
川
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー
及
び
仙
南
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

　
運
転
教
育
課

　
⑴
 　
運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑵
　
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

　
交
通
機
動
隊
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警
備
課

　
⑴
 　
警
備
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
実
施
並
び
に
群

衆
犯
罪
等
警
備
実
施
に
関
連
す
る
犯
罪
の
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
警
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ

の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
行
列
行
進
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
24年
宮
城
県
条
例
第
47号
）
の
事
務
取

扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
　
機
動
隊
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
災
害
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
ア
 　
刑
法
（
明
治
40年
法
律
第
45号
）
第
２
編

第
２
章
及
び
第
３
章
に
規
定
す
る
犯
罪

　
　
イ
 　
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
27年

法
律
第

240号
）
に
規
定
す
る
犯
罪

　
　
ウ
 　
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
６
条
に
基
づ

く
施
設
及
び
区
域
、
並
び
に
日
本
国
に
お
け

る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実

施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
27年
法
律
第

138号
）
第
６
条
及
び
第
７
条
に
規
定
す
る

犯
罪

　
　
エ
 　
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
に
伴
う
秘
密
保

護
法
（
昭
和
29年

法
律
第
166号

）
に
規
定

す
る
犯
罪

　
⑶
 　
警
備
警
察
に
関
す
る
資
料
の
整
備
及
び
保
存

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
警
備
警
察
関
係
法
令
の
調
査
及
び
研
究
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
警
備
犯
罪
の
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
警
備
部
長
の
特
命
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
 　

の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原

子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
28年
法
律
第
９
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
（
警
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。）。

　
⑼
 　
拡
声
器
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関

す
る
条
例
（
平
成
３
年
宮
城
県
条
例
第
35号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
 　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他

の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
警
備
課

　
⑴
 　
法
第
５
条
第
４
項
第
４
号
に
規
定
す
る
事
態

及
び
法
第
71条
第
１
項
に
規
定
す
る
緊
急
事
態

に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
警
備
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る

こ
と
。

　
⑶
 　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で

県
警
察
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
核
燃

料
物
質
の
防
護
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
特
定
物
質
（
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物

質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
３
項
に

規
定
す
る
特
定
物
質
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。）
及
び
特
定
病
原
体
等
（
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
19項
に
規
定
す
る
特

定
病
原
体
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。）
を
使
用
し
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
広
く
恐

怖
又
は
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
わ
れ
る
政

治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
く
暴
力
主
義

的
破
壊
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
特
定
物
質
及
び

特
定
病
原
体
等
の
防
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
　
警
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
　
災
害
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
⑶
 　
警
備
警
察
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
研
究

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
警
備
警
察
に
関
す
る
資
料
の
整
備
及
び
保
存

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
警
備
情
報
の
収
集
、
整
理
そ
の
他
警
備
情
報

に
関
す
る
こ
と
（
外
事
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。）。

　
⑹
 　
警
備
情
報
の
総
合
的
な
分
析
及
び
こ
れ
に
関

す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
次
に
掲
げ
る
犯
罪
そ
の
他
警
備
犯
罪
の
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
（
外
事
課
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）。

　
　
ア
 　
刑
法
（
明
治
40年
法
律
第
45号
）
第
２
編

第
２
章
及
び
第
３
章
に
規
定
す
る
犯
罪

　
　
イ
 　
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
27年

法
律
第

240号
）
で
定
め
る
犯
罪

　
　
ウ
 　
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
６
条
に
基
づ

く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る

合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施

に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
昭
和
27年

法
律
第

138号
）
第
６
条
及
び
第
７
条
に
規
定
す
る

犯
罪

　
　
エ
 　
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密

保
護
法
（
昭
和
29年

法
律
第
166号

）
で
定

め
る
犯
罪

　
⑻
 　
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
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機
動
隊

　
⑴
 　
騒
じ
よ
う
そ
の
他
の
集
団
不
法
事
案
又
は
災

害
に
対
応
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
応
援
要
請
等
に
基
づ
き
、
警
ら
、
群
衆
整
理
、

交
通
整
理
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
隊
員
の
教
養
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
 　
そ
の
他
警
備
部
長
の
命
ず
る
こ
と
。

第
10条
　
（
略
）

第
11条
 　
庶
務
担
当
課
は
、
当
該
課
の
所
掌
事
務
の

ほ
か
、
所
属
す
る
部
に
係
る
次
の
事
務
を
所

掌
す
る
。

　
⑴
 　
部
内
に
お
け
る
業
務
運
営
の
企
画
及
び
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
部
内
の
課
等
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

　
 　

　
 　

　
 　

　
外
事
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
 　
次
に
掲
げ
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
ア
 　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
26

年
政
令
第
319号

）
及
び
日
本
国
と
の
平
和

条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

３
年
法
律
第
71号
）
に
規
定
す
る
犯
罪

　
　
イ
 　
刑
法
第
２
編
第
２
章
及
び
第
３
章
に
規
定

す
る
犯
罪
で
外
国
人
に
係
る
も
の

　
　
ウ
 　
破
壊
活
動
防
止
法
に
規
定
す
る
犯
罪
で
外

国
人
に
係
る
も
の

　
　
エ
 　
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
６
条
に
基
づ

く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る

合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施

に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
６
条
及
び
第
７
条
に

規
定
す
る
犯
罪
で
外
国
人
に
係
る
も
の

　
　
オ
 　
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
に
伴
う
秘
密
保

護
法
に
規
定
す
る
犯
罪
で
外
国
人
に
係
る
も

の
　
　
カ
 　
そ
の
他
警
備
犯
罪
で
外
国
人
に
係
る
も
の

　
⑶
 　
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
　
 　

条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

３
年
法
律
第
71号
）
で
定
め
る
犯
罪

　
　
イ
 　
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
24年

法
律
第
228号

）
及
び
関
税
法
（
昭
和
29年

法
律
第
61号
）
で
定
め
る
犯
罪
の
う
ち
国
際

的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
係
る
も
の

　
⑷
 　
公
安
課
の
項
第
７
号
に
掲
げ
る
犯
罪
で
外
国

人
に
係
る
も
の
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
 　
第
３
号
イ
及
び
前
号
に
掲
げ
る
犯
罪
以
外
の

警
備
犯
罪
で
外
国
人
に
係
る
も
の
の
取
締
り
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑹
 　
公
安
課
の
項
第
７
号
に
掲
げ
る
犯
罪
並
び
に

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
及
び
関
税
法
で
定

め
る
犯
罪
の
う
ち
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の

維
持
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
そ
の
他
警
備
犯

罪
で
そ
の
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人

に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
も
の
の
取
締
り

に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
 　
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百

六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国

際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
26年

法
律
第
124号

）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑻
 　
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
。

　
機
動
隊

　
⑴
 　
部
隊
活
動
に
よ
る
警
備
実
施
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑵
 　
隊
員
の
教
育
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　
 　

第
10条
　
（
略
）

第
11条
 　
削
除

　
 　

　
 　

　
⑻
　
機
動
隊
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他

の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原

子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第

８
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
受
理
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑽
 　
行
列
行
進
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
24年
宮
城
県
条
例
第
47号
）
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
（
公
安
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。）。

　
⑾
 　
災
害
対
策
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
外
事
課

　
⑴
　
（
略
）

　
⑵
 　
そ
の
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に

よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
警
備
情
報
の
収

集
、
整
理
そ
の
他
こ
れ
ら
の
活
動
に
関
す
る
警

備
情
報
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
　
 　

　
⑶
 　
次
に
掲
げ
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
ア
 　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
26

年
政
令
第
319号

）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
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（
略
）

県
民
相

談
課

相
談
調
査

官

　
県
民
相
談
課
長

の
命
を
受
け
、
相

談
及
び
苦
情
に
係

る
調
査
等
に
関
す

る
事
務
を
掌
理

し
、
県
民
相
談
課

長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
総
務
部

長
か
ら
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理

し
、
総
務
部
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

（
略
）

生
活
安

全
企
画

課

生
活
安
全

捜
査
指
導

官

　
生
活
安
全
企
画

課
長
の
命
を
受

け
、
生
活
安
全
警

察
の
捜
査
の
適
正

化
等
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
し
、
生

活
安
全
企
画
課
長

を
補
佐
す
る
。
た

だ
し
、
生
活
安
全

部
長
か
ら
特
に
命

ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
生
活
安

全
部
長
を
補
佐
す

る
。

（
略
）

（
略
）

経
済
調
査

官
（
略
）

　
生
活
環
境
課
長

の
命
を

受
け
、
サ
イ
バ
ー

犯
罪
の
捜
査
、
対

策
等
に
関
す
る
事

　
⑶
 　
部
内
の
他
の
課
等
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
 12条
　
警
察
学
校
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

　
⑴
 　
新
任
警
察
官
、
現
任
警
察
官
及
び
新
任
幹
部

に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
（
略
）

第
13条
～
第
15条
の
２
　
（
略
）

　
（
課
の
所
掌
事
務
）

第
 15条
の
３
　
庶
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

　
⑴
 　
仙
台
市
そ
の
他
の
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
仙
台
市
の
区
域
内
に
お
け
る
業
務
運
営
の
総

合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　

市
警
察
部
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
15条
の
４
・
第
16条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
 17条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

組
織
犯

罪
対
策

局
（
略
）

　

（
略
）

（
略
）

　

（
略
）

（
略
）

　

（
略
）

（
略
）

生
活
環

境
課

経
済
調
査

官
（
略
）

　
サ
イ
バ
ー
犯
罪

対
策
課
長
の
命
を

受
け
、
サ
イ
バ
ー

犯
罪
の
捜
査
、
対

策
等
に
関
す
る
事

　
 　

第
 12条
　
警
察
学
校
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

　
⑴
 　
新
任
及
び
現
任
の
警
察
職
員
の
教
育
訓
練
に

関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
（
略
）

第
13条
～
第
15条
の
２
　
（
略
）

　
（
課
の
所
掌
事
務
）

第
 15条
の
３
　
庶
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

　
⑴
 　
仙
台
市

と
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑵
 　
仙
台
市
の
区
域
に
お
け
る
業
務
運
営
の
総

合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
 　
仙
台
市
警
察
部
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
15条
の
４
・
第
16条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
 17条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

組
織
犯

罪
対
策

局
（
略
）

生
活
安

全
部

サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
統
括

官

　
本
部
長
の
命
を

受
け
、
サ
イ
バ
ー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に

関
す
る
重
要
事
項

に
つ
い
て
の
企
画

及
び
立
案
に
関
す

る
事
務
並
び
に
関

係
事
務
を
総
括
整

理
し
、
担
当
事
務

に
従
事
す
る
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

（
略
）
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（
略
）

交
通
規

制
課

交
通
規
制

企
画
官

　
交
通
規
制
課
長

の
命
を
受
け
、
交

通
規
制
及
び
交
通

安
全
施
設
に
関
す

る
事
務
等
を
掌
理

し
、
交
通
規
制
課

長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
交
通
部

長
か
ら
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理

し
、
交
通
部
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

交
通
指

導
課

交
通
事
故

事
件
捜
査

統
括
官

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
 　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

航
空
隊
、
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮

城
県
警
察
機
動
鑑
識
隊
及
び
宮
城
県
警
察
暴
力
特

別
捜
査
隊
に
隊
長
を
、
宮
城
県
警
察
公
安
委
員
会

補
佐
室
、
宮
城
県
警
察
取
調
べ
監
督
室
、
宮
城
県

警
察
監
査
室
、
宮
城
県
警
察
総
合
企
画
室
、
宮
城

県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
術
科

指
導
室
、
宮
城
県
警
察
訟
務
室
、
宮
城
県
警
察
犯

罪
抑
止
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対

策
室
、
宮
城
県
警
察
地
域
指
導
室
、
宮
城
県
警
察

公
判
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室
、

宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
交

通
事
故
総
合
分
析
室
、
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室

及
び
宮
城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室

長
を
、
宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警

察
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免

生
活
環

境
課

サ
イ
バ
ー

犯
罪
捜
査

指
導
官

務
を
掌
理
し
、
生

活
環
境
課
長

を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
生
活
安

全
部
長
か
ら
特
に

命
ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
生
活
安

全
部
長
を
補
佐
す

る
。

（
略
）

（
略
）

暴
力
団

対
策
課

暴
力
団
対

策
官

　
暴
力
団
対
策
課

長
の
命
を
受
け
、

暴
力
団
対
策に
関
す

る
事
務
を
掌
理
し
、

暴
力
団
対
策
課
長

を
補
佐
す
る
。
た

だ
し
、
組
織
犯
罪

対
策
局
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
事
務

を
掌
理
し
、
組
織

犯
罪
対
策
局
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

暴
力
団
捜

査
指
導
官

　
暴
力
団
対
策
課

長
の
命
を
受
け
、

暴
力
団
に
よ
る
犯

罪
の
捜
査
に
関
す

る
事
務
を
掌
理
し
、

暴
力
団
対
策
課
長

を
補
佐
す
る
。
た

だ
し
、
組
織
犯
罪

対
策
局
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
事
務

を
掌
理
し
、
組
織

犯
罪
対
策
局
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

　

（
略
）

交
通
指

導
課

交
通
事
故

事
件
捜
査

指
導
官

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
 　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

航
空
隊
、
宮
城
県
警
察
性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮

城
県
警
察
機
動
鑑
識
隊
及
び
宮
城
県
警
察
暴
力
特

別
捜
査
隊
に
隊
長
を
、
宮
城
県
警
察
公
安
委
員
会

補
佐
室
、
宮
城
県
警
察
取
調
べ
監
督
室
、
宮
城
県

警
察
監
査
室
、
宮
城
県
警
察
総
合
企
画
室
、
宮
城

県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
術
科

指
導
室
、
宮
城
県
警
察
訟
務
室

、
宮
城
県
警
察
地
域
指
導
室

、
宮
城
県
警
察
情
報
分
析
支
援
室
、

宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
交

通
事
故
総
合
分
析
室
、
宮
城
県
警
察
災
害
対
策
室

及
び
宮
城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室

長
を
、
宮
城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警

察
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免

サ
イ
バ

ー
犯
罪

対
策
課

サ
イ
バ
ー

犯
罪
捜
査

指
導
官

務
を
掌
理
し
、
サ

イ
バ
ー
犯
罪
対
策

課
長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
生
活
安

全
部
長
か
ら
特
に

命
ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
生
活
安

全
部
長
を
補
佐
す

る
。

（
略
）

（
略
）

暴
力
団

対
策
課

暴
力
団
対

策
指
導
官

　
暴
力
団
対
策
課

長
の
命
を
受
け
、

暴
力
団
対
策
及
び

暴
力
団
に
よ
る
犯

罪
の
捜
査
に
関
す

る
事
務
を
掌
理
し
、

暴
力
団
対
策
課
長

を
補
佐
す
る
。
た

だ
し
、
組
織
犯
罪

対
策
局
長
か
ら
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
事
務

を
掌
理
し
、
組
織

犯
罪
対
策
局
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）
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備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
29年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
17条
第
１
項
の
改
正
規
定
（「
暴
力
団
対
策
官
」

を
「
暴
力
団
対
策
指
導
官
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
交
通
事
故
事
件
捜
査
統
括
官
」
を
「
交
通
事
故
事
件
捜
査
指
導
官
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
平
成
29年
３
月
24日
か
ら
施
行
す
る
。

許
セ
ン
タ
ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警

部
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
 　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

県
民
相

談
課

相
談
指
導

官

　
県
民
相
談
課
長

の
命
を
受
け
、
相

談
及
び
苦
情に
関
す

る
事
務
を
掌
理
し
、

県
民
相
談
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ

し
、
総
務
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の

事
務
を
掌
理
し
、

総
務
部
長
を
補
佐

す
る
。

（
略
）

（
略
）

７
～
11　
（
略
）

　
（
市
警
察
部
の
職
及
び
職
務
）

第
 17条
の
２
　
市
警
察
部
の
部
長
に
は

、
警
視
正
又
は
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
つ

て
充
て
る
。

許
セ
ン
タ
ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
に
所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警

部
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
 　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

広
報
相

談
課

相
談
調
査

官

　
広
報
相
談
課
長

の
命
を
受
け
、
相

談
及
び
苦
情
に
係

る
調
査
等
に
関
す

る
事
務
を
掌
理
し
、

広
報
相
談
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ

し
、
総
務
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の

事
務
を
掌
理
し
、

総
務
部
長
を
補
佐

す
る
。

（
略
）

（
略
）

７
～
11　
（
略
）

　
（
市
警
察
部
の
職
及
び
職
務
）

第
 17条
の
２
　
市
警
察
部
の
部
長
に
は
、
警
視
長
、

警
視
正
又
は
警
視
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
を
も
つ

て
充
て
る
。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.198430
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


